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住宅改修費について（概要） 

 介護が必要になっても、住みなれた住宅で生活したい。 

 そのためには、「身体状況に応じた住環境を改善、同時に介護者の負担を軽減する事を

目的とした改善」が大きなポイントになります。 

 介護保険では、被保険者の自立支援のために住まいの問題点を少しでも改善して住み

やすい環境に整備する場合、「介護保険住宅改修費支給制度」により、改修にかかった

費用の９割～７割相当額（限度額内）が支給される制度が設けられています。 

 

 住宅改修費の支給の対象となる要件（参照：Ｐ２～３） 

 ・厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類に当ては

まるもの。 

 ・要介護（要支援）の認定を受けた被保険者の介護保険被保険者証に記載されている

住所の住宅について行うもの。  

・要介護（要支援）の認定を受けた被保険者の心身の状態や住宅の状況等を勘案した上

で住環境を改善するものであって、その効果が十分期待できるもの。 

 

 利用限度額（参照：Ｐ３～４） 

 原則として２０万円（うち１割～３割が本人負担、９割～７割が保険給付） これを超

える金額は自己負担となります。 介護保険料の未納により給付額減額となっている場

合は、保険給付が７割になる場合がありますので、必ず被保険者証の記載を確認してく

ださい。  

 

支給方法（参照：Ｐ４～５） 

「償還払」または「受領委任払（以下「委任払」とする。）」 

 

申請方法（参照：Ｐ５～７） 

 改修内容が介護保険の支給対象であるかどうかの確認を行いますので、必ず工事前に

必要書類を添えて「事前申請」をしていただきます。  

工事の内容を確認後に、着工の可否を回答しますので、その後に着工していただくこ

ととなります。 工事後の申請は、原則として受付できません。 

 

 ☞詳しくは、次ページ以降をご確認ください。  
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■ 対象者 

 美咲町の被保険者で、要介護、要支援の認定を受けた方のうち、心身の状況や住宅の

状況等から住宅改修が必要であると美咲町（保険者）が認めた場合で、実際に居住し住

民登録をしている住宅について改修が行われた場合に対象となります。  

※４０歳以上６５歳未満の方のうち、特定疾病に該当しないため認定が受けられない方

（第２号被保険者）及び医療保険に加入していない方（被保護者等）は、障がい福祉や

生活保護の制度により同様の支援を受けられる場合があります。 

次の要件を全て満たし、事前申請で美咲町の承認を受けて行った住宅改修が対象とな

ります。 

   １．要介護及び要支援認定を受けており、認定有効期間内であること。 

   ２．改修を行う住宅が、被保険者証に記載されている住所地にあり、実際に居住し

ていること。 

   ３．本人が在宅であること。（入院中・入所中・一時外泊は不可）  

 

■ 事前申請 

美咲町の被保険者を悪質な業者から保護するため、改修内容が介護保険の支給対象で

あるかどうかを確認するためなどから、工事着工前に事前申請の制度が導入されていま

す。原則として工事の着工は、事前申請の承認後となります。 

 

 ■ 対象となる給付の種類 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 手すりの取付け 

廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防若しくは移動又

は移乗動作に資することを目的として設置するものです。 

手すりの形状は、二段式、縦付け、横付け等適切なものをします。 

※取付工事を伴わない床置きや、ベッドの手すり、便器を囲んで使用する手すり

は「福祉用具貸与」の対象なります。 

② 段差の解消  

居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通

路等の段差又は傾斜を解消するために、敷居を低くする工事、スロープを設置する

工事、浴室の床のかさ上げ等をする工事です。 

 ※取付工事を伴わないスロープは「福祉用具貸与」、浴室用すのこによる段差解消

は「福祉用具購入費」の対象となります。 

 ※昇降機、リフト、段差解消機等動力により段差を解消する機器を設置する工事は

対象外となります。 
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■ 給付内容 

 対象となる住宅改修に要した費用の９割～７割分が保険より給付され、残りの１割～

３割分は自己負担となります。 対象工事費用の上限額は、要介護区分にかかわらず同

一被保険者で、同一の住宅で 20 万円（給付額 18 万円～1４万円）です。 なお、上限

額２０万円を分割して利用することもできます。 また、次の場合には再度２０万円の

③ 滑りの防止及び移動を円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 

 居室においては、畳敷から板製床材、ビニール系床材等への変更、浴室においては、

床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては、滑りにくい舗装材への変更を

行う工事です。 

④ 引き戸等への扉の取替え 

 開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の

取替えのほか、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれます。 

⑤ 洋式便器等への便器の取替え 

 和式便器を洋式便器に取替える工事です。  

※洋式便器の位置や向きを変える工事も対象になります。 

※取付工事を伴わない据置式の腰掛便座は「福祉用具購入費」の対象となります。 

※既に洋式便器の場合に、暖房便座や洗浄機能付便座に取替える工事は対象外とな

ります。 

※水洗化又は簡易水洗化にする工事は対象外となります。 

⑥ ①～⑤の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修  

＜例＞ 

①手すりの取り付け…手すりの取付けのための壁の下地補強  

②段差の解消 

…浴室の床の段差解消（浴室の床のかさ上げ）に伴う給排水設備工事、スロー

プの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置  

③床又は通路面の材料の変更 

…床材の変更のための下地の補修や根太の補強又は通路面の材料の変更のため

の路盤の整備 

④扉の取替え…扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事  

⑤便器の取替え 

…便器の取替えに伴う給排水設備工事（水洗化及び簡易水洗化に係るものを除

く。）、便器の取替えに伴う床材の変更 
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利用が認められます。  

 

①介護の程度が３段階以上重くなった場合      

【３段階リセット】  

初めて住宅改修費が支給された住宅改修の着工日の要介護等状態区分を基準として

次表に定める「介護の必要の程度」の段階が３段階以上上がった場合に、再度、２０万

円まで支給可能となります。  

初めて住宅改修を行った日の  

要介護等状態区分  

【基準日：着工日】 

リセットになる要介護等状態区分  

【基準日：着工日】 

要支援１ 要介護３  要介護４  要介護５ 

要支援２  要介護１ 要介護４  要介護５ 

要介護２ 要介護５ 

※３段階リセットが適用された場合は、以前の住宅改修で支給可能残額があっても、 リ

セットされ、支給限度額は２０万円となり、支給限度額管理もリセット後のみで 行

われます。        

※３段階リセットは、同一住所・同一要介護者に対して１回しか適用されません。 

 

②転居した場合 

転居した場合は、転居前の住宅に係る住宅改修費の支給状況とは関係なく、転居後の

住宅について２０万円まで支給可能です。  

３段階リセットも転居後の住宅のみに着目して適用（転居リセット優先）となります。  

転居前の住宅に再び転居した場合は、転居前住宅に係る支給状況が復活します。  

 

■ 支給方法  

◎償還払…被保険者は、いったん工事費用全額を工事業者に支払い、給付対象部分の９

割～７割の金額が、後日、町から被保険者へ給付されます。  

◎委任払…被保険者は、自己負担分（１割～３割）の金額のみ工事業者に支払い、残り

の９割～７割については、町から施工業者へ支払います。  

          給付限度額の２０万を超える工事を行った場合または、給付対象外の工事を

行った場合は、給付限度額を超えた部分または、給付対象外部分と自己負担

分（１割～３割）の金額を工事業者に支払います。 

※委任払の対象となる者は、以下のいずれにも該当し、町長が委任払を承認した者が対

象となります。  

    ①介護保険料の滞納がない者 

    ②受領委任払いについて、事業者の同意が得られる者 
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    ③介護保険証に記された住所と同一の住宅を改修する場合。ただし、第６条及び第

９条に規定する支給決定の時に、医療機関等を退院又は退所予定の者を除く。 

 

■ 手順  

手 順  説   明 

   

ケアマネジャー 

に相談 

 担当の介護支援専門員（ケアマネジャー）等と相談して改修

内容を決めます。（ケアマネジャー等の作成する「住宅改修が必

要な理由書」が必要です。） 

【住宅改修が必要な理由書】 

介護支援専門員・理学療法士・作業療法士・福祉住環境コー

ディネーター（検定試験 2 級以上）・その他これに準ずる資格

等を有する者が作成した「心身の状況や住宅の状況等から住宅

改修が必要な理由が記載された書類」 

 ↓ ↓   

工事見積依頼 

 施工業者に見積を依頼します。（複数の施工業者に見積依頼を

し、比較・検討後に決定することをお勧めします。） 着工前に

必ず住宅改修予定箇所の撮影日が入った写真を撮ってくださ

い。 

 ↓ ↓   

申請書提出 

（事前申請） 

 施工業者を決定し、長寿しあわせ課または各総合支所窓口に

申請書を提出します。（事前申請）  

【提出書類】 

償還払  

・介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修事前協議書（工事施工

前用）（償還払い用）… Ｐ１１ 

・住宅改修が必要な理由書…  Ｐ１４               

・見積書及び見積内訳書､カタログの写し…  Ｐ１７ 

・施工前写真（撮影日が入ったもの）    

・住宅平面図等（改修後の状態がわかるもの）  

・承諾書（住宅の所有者が被保険者本人でない場合）   

・資格証明（理由書作成者が介護支援専門員でないとき） 

委任払 

・介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修費事前承認申請書… 

Ｐ１２ 

・介護保険福祉用具購入費・住宅改修費受領委任払い同意書 
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・住宅改修が必要な理由書…  Ｐ１４                

・見積書及び見積内訳書､カタログの写し…  Ｐ１７  

・施工前写真（撮影日が入ったもの）    

・住宅平面図等（改修後の状態がわかるもの）  

・承諾書（住宅の所有者が被保険者本人でない場合）   

・資格証明（理由書作成者が介護支援専門員でないとき） 

☞事前申請後、工事内容など変更があった場合は、変更が必要

となった理由及び変更内容がわかる書類を提出してください。 

 ↓ ↓   

工事着工  事前申請後、着工許可を受けて、工事を着工します。 

 ↓ ↓   

工事完了  工事完了後に住宅改修の箇所ごとに撮影日が入った写真を撮っ

てください。 

 ↓ ↓   

工事代金の支払

い 

 工事代金を支払い、施工業者から領収書と工事内訳書を受け取

ってください。 

 ↓ ↓   

申請書提出 

（支給申請） 

 長寿しあわせ課または各総合支所住民福祉課窓口に申請書等以

下の書類を提出します。（支給申請）  

【提出書類】  

償還払 

・介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修費支給申請書（償還払

い用） 

・領収書(全額分)  

・工事費内訳書 

・工事完了後写真（撮影日が入ったもの）   

・請求書（※日付は空欄） 

委任払 

・介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修費支給申請書 

・領収書（自己負担分） 

・工事費内訳書 

・工事完了後写真（撮影日の入ったもの） 

・請求書（※日付は空欄） 

   

審査・支給決定 
 住宅改修内容を審査し、住宅改修費支給額を決定します。支給

額決定後、本人・業者に通知し、指定口座に振り込みます。 



7 

 

申請書類について（チェックリスト） 

 

■ 提出書類確認票  

以下の表を参考に提出書類の確認を行ってください。  

【事前申請】 

提出書類（記載要領は、P.1１以降を確認してください） チェック 

償還払介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修事前協議書（工事施工前

用）（償還払い用） 

委任払介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修費事前承認申請書  

 

□ 

住宅改修が必要な理由書  

※被保険者の心身の状況及び日常生活上の動線、住宅の状況、福祉用具の

導入状況等を総合的に勘案し、必要な住宅改修の工事種別とその選定理

由を記載したもの。 

□ 

見積書及び見積内訳書、カタログの写し  

※改修費用の内訳が分かるよう、部屋名、部位、工事の内容、材料費（仕

様、単価、数量等）、施工費、諸経費等が区分されているもの。 

※支給対象外工事を含んでいても構いませんが、その場合、対象となる部

分を判別できるよう、内訳を記載されたもの。  

□ 

施工前写真  

※改修の箇所ごとにその改修部分が明確になるように撮影されたもので、

撮影日が入ったもの。  

※改修予定箇所の周辺の様子が確認できるように撮影されたもの（トイレ

に手すり設置であればトイレであることが確認できるもの等）。  

※改修予定箇所が広域になる場合は、複数に分割して撮影してください。 

※段差解消の場合には、スケールをあて、段差の高さが分かるように撮影

されたもの。  

★手すりの取付け及び段差の解消  

写真上に取付位置や形（手すり：縦付、横付、L 型等、踏み台：箱型、

階段型等）を記入し、踏み台の場合は、床から何 cm の位置に何 cm の幅

の踏み台を設置予定か、手すりの場合は、床から何ｃｍの位置に何ｃｍの

長さの手すりを設置予定か、また、手すりの受け（ブラケット）の数も確

認できるように記入してください。または、取付及び設置位置にテープ等

をあてて撮影してください。  

凹凸部分が確認できるアングルからスケール等を用い、段差の高低が分か

□ 
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るように撮影してください。  

★床材の変更  

改修予定箇所の範囲が分かるように撮影し、床材変更箇所を斜線等で図

示してください。  

★扉の取替え  

  扉の内開き、外開き、開き勝手の変更など、工事内容に合わせて、それ

ぞれ工事前の扉の位置や状況が分かるように撮影し、図示してください。

引き戸や吊り戸の場合は、レール部分についても図示してください。  

★便器の取替え・浴槽の取替え  

トイレや浴室全体が確認できる写真を撮影してください。  

改修予定の状況が分かるよう図示（便器や浴槽の向きや形が分かるよう

に）してください。 

住宅平面図等 

※平面図に改修前後の状態が分かるように図示をしてください。改修前と

改修後を別々に図示しても構いません。  

※複数の改修を行う場合は、箇所毎に番号を振って図示してください。  

※住宅全体の平面図に部屋の名称（居室・寝室・台所等）を記載の上、 

動線を図示し、「住宅改修が必要な理由書」や「見積内訳書」と一致す  

るようにお願いします。  

※既設手すりや踏み台等があれば、わかるように記載してください。  

※屋外のみの改修の場合であっては、屋内の平面図を省略することができ

ます。 

□ 

承諾書（住宅の所有者が被保険者本人でない場合⇒所有者の承諾書） □ 

委任払介護保険福祉用具購入費・住宅改修費受領委任払い同意書 

※支給申請時に被保険者が死亡している場合は、支給申請書の支給申請日

の横余白部分に、相続人の住所・氏名を記入し、押印してください。 

 

□ 

 

【支給申請（事後申請）】 

 

提出書類 チェック 

償還払介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修費支給申請書（償還払い

用） 

委任払介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修費支給申請書 

□ 

領収書 

（委任払を利用する場合は、自己負担分の領収証）  

※領収書は、原本を提出してください。提出いただいた原本は、決定通知

書送付時に同封して返却いたします。  

□ 
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※領収書の宛名は、被保険者のフルネームを記載してください。（領収時

点に被保険者が死亡している場合は、相続人のフルネームを記載し、但

し書きに「被保険者名○○○○の介護保険住宅改修工事代として」と記

載してください。  

※領収書摘要欄には、「介護保険適用住宅改修工事代」と記入してくださ

い。  

※委任払を利用する場合に提出する領収証は、対象者負担額分のみのもの

（支給限度額を超える場合は、対象者負担額に支給限度額を超えた額を

加えたもの）となります。 

工事費内訳書 

（部屋名、部位、工事の内容、材料費（仕様、単価、数量等）、施工費、

諸経費等が区分されているもの）  

□ 

施工後写真  

※改修の箇所ごとにその改修部分が明確になるように撮影されたもので、

撮影日が入ったもの。  

※できるだけ改修前の写真と構図をそろえて撮影されたもの。  

※手すりや踏み台の写真は、固定部がはっきり分かるように、また、長さ

や高さが分かるよう撮影されたもの。 

□ 

請求書 

※日付は支給決定後となりますので、空欄にしておいてください。 
□ 

※住宅改修の内容によっては、必要に応じて上記以外の書類の提出をお願いしたり、担

当者が現場確認のため訪問させていただくことがありますので、ご協力をお願いします。  
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■ 留意事項  

（１）住宅改修の目的について 

被保険者の心身の状況等を理由として、住宅改修が必要であると町（保険者）が認め

た場合で、住民登録している住宅について改修が行われる場合が対象になります。老朽

化、器具の故障、リフォーム等を理由とした工事は対象外となります。  

（２）新築や増築の住宅改修について 

住宅の新築や増築（新たに居室を設けるなど）は、支給対象外となります。廊下の拡

張をした上で手すりを取り付ける場合やトイレの拡張をした上で和式便器を洋式便器

へ取替えた場合などには、それぞれ「手すりの取付け」「洋式便器等への便器の取替え」

に要した費用のみ支給対象となります。  

（３）介護認定申請中、入院・入所中に行う住宅改修について要介護（要支援）の認定

を受けていることが必要です。ただし、緊急を要する場合は、認定申請後、事前申請を

行うことは可能ですが、認定が「非該当」になった場合は支給できません。また、入院・

入所中で退院・退所の見込みがある場合、工事着工は可能ですが、万が一退院・退所し

なかった場合は支給できません。  

また、一時帰宅のための住宅改修は支給対象外となります。  

（４）一時的に身を寄せている住宅の改修について 

住民登録している住宅の改修が支給対象となります。一時的に子の家に住まわれる場

合など、被保険者本人の住民登録のない住宅の改修は支給対象外となります。 なお、

美咲町転入前に住宅改修をされる場合には、事前に相談してください。  

（５）家族が自ら行う住宅改修について 

被保険者が自分で材料を購入し、本人又は家族等によって住宅改修が行われた場合に

は、材料費のみが支給対象になります。この場合も業者による住宅改修と同様に申請書

類の提出が必要です。材料費の「見積書」は、材料の販売者が作成したものとしてくだ

さい。また、支給申請（事後申請）時に必要な「領収書」は、材料の販売者が発行した

ものになります。添付する工事費内訳書は、使用した材料の内訳等を本人又は家族等が

作成します。  

（６）一つの住宅に複数の被保険者がいる場合の改修について 

住宅改修費の支給限度額の管理は、被保険者ごとに行われるため、被保険者ごとに支

給申請を行うことができます。ただし、複数の被保険者に係る住宅改修が行われた場合、

各被保険者ごとに対象となる工事を設定し、重複しないように申請します。 例えば、

手すりを複数箇所設置した場合は、各被保険者にとって必要な工事ごとに箇所を分けて

それぞれ申請できますが、一つの便器の取替えに３０万円を要した場合に１５万円ずつ

申請することはできません。 
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                 償還払い用記載例 

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修 

      事 前 承 認 申 請 書 （ 償 還 払 い 用 ）       

フ リ ガ ナ  ミサキ タロウ 保 険 者 番 号 3 3 6 6 6 9 

被保険者氏名 美咲 太郎 
被保険者番号   ６ ６ × × × × × × × × 

個 人 番 号 × × × ×× × × × × × × ×

生 年 月 日 昭和〇年〇月〇日 性 別 男 ・ 女 負担割合 １割・２割・３割 

要 介 護 度 支 ・ 介 （ １ ） 有 効 期 間 令和〇年〇月〇日 ～ 令和〇年〇月〇日 

住 所 

〒709-37〇〇 

美咲町原田〇〇番地 
                  電話番号（０８６８）〇〇-〇〇〇〇 

住宅 所有者 美咲 次郎 
本人との関係（ 長男 ）   

※本人以外の場合は所有者の承諾書が必要です。 

改 修 の 内 容 

（箇所・規模） 

・手すりの設置（浴室・トイレ） 

・段差解消（玄関） 

・洋式便器への取替え 

着 工 予 定 日 令和〇年〇月〇日 

完 成 予 定 日 令和〇年〇月〇日 

施 工 業 者 名 ○○建築 

予定改修 費用 
（改修見積額） 

○○○〇円 

添 付 書 類 □同意書 □理由書 □見積書（工事内訳書） □承諾書 □図面 □施行前写真（日付入り） 

 美咲町長 様 

 

 上記のとおり、償還払いにて居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給を受けたいので関係

書類を添えて申請します。 

  

   令和 〇 年 〇 月 〇 日 

     申 請 者 

（被保険者） 

住 所  美咲町原田○○番地                   

氏 名 美咲 太郎              

電話番号 （０８６８）〇〇－〇〇〇〇          
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様式第6号(第7条関係)                  委任払い用記載例 

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修 

      事 前 承 認 申 請 書 （ 委 任 払 い 用 ）       

フ リ ガ ナ  ミサキ タロウ 保 険 者 番 号 3 3 6 6 6 9 

被保険者氏名 美咲 太郎 
被保険者番号   ６ ６ × × × × × × × × 

個 人 番 号 × × × ×× × × × × × × ×

生 年 月 日 昭和〇年〇月〇日 性 別 男 ・ 女 負担割合 １割・２割・３割 

要 介 護 度 支 ・ 介 （ １ ） 有 効 期 間 令和〇年〇月〇日 ～ 令和〇年〇月〇日 

住 所 

〒709-37〇〇 

美咲町原田〇〇番地 
                  電話番号（０８６８）〇〇-〇〇〇〇 

住宅 所有者 美咲 次郎 
本人との関係（ 長男 ）   

※本人以外の場合は所有者の承諾書が必要です。 

改 修 の 内 容 

（箇所・規模） 

・手すりの設置（浴室・トイレ） 

・段差解消（玄関） 

・洋式便器への取替え 

着 工 予 定 日 令和〇年〇月〇日 

完 成 予 定 日 令和〇年〇月〇日 

施 工 業 者 名 ○○建築 

予定改修 費用 
（改修見積額） 

○○○〇円 

添 付 書 類 □同意書 □理由書 □見積書（工事内訳書） □承諾書 □図面 □施行前写真（日付入り） 

 美咲町長 様 

 

 上記のとおり、受領委任払いにて居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給を受けたいので

関係書類を添えて申請します。 

 なお、支給決定通知書の内容について、事業者にも知らせることを了承します。 

   令和 〇 年 〇 月 〇 日 

     申 請 者 

（被保険者） 

住 所  美咲町原田○○番地                   

氏 名 美咲 太郎              

電話番号 （０８６８）〇〇－〇〇〇〇          
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申請書類の記載要領  

１ 申請書  

①被保険者 

● 被保険者氏名…被保険者の氏名を記載します。  

● 被保険者番号…介護保険被保険者証の被保険者番号を記載します。  

● 個人番号…被保険者の個人番号を記載します。  

● 生年月日…被保険者の生年月日を記載します。 

● 性  別…被保険者の性別を丸で囲みます。 

● 負担割合…負担割合証に記載されている負担割合を記載します。 

● 要介護度…被保険者の要介護度を記載します。  

● 有効期間…被保険者証の有効期間を記載します。 

● 住  所…被保険者の住所を記載します。 

（改修する住宅の所在地と同一であることが必要です。）  

※転居等の予定がある場合は、時期を明記してください。支給申請時には、住所の異動

が完了していることが必要です。  

 

②住宅改修内容 

● 住宅の所有者…住宅の所有者氏名と被保険者との関係を記載します。住宅の 

所有者が被保険者本人でない場合は承諾書が必要です。  

● 改修の内容・箇所及び規模…内容を具体的に記入します。 

● 着工日…着工予定日を記載します。（事前申請後承認決定までに１週間程度を要しま

すので、それを踏まえて計画をお願いします。） 

● 完成日…完成予定日を記載します。 

● 施工業者名…施工業者を記載します。 

※本人及び本人の家族等が個人で施工する場合は、氏名と続柄を記載します。  

なお、この場合は、材料費のみが給付対象となります。 

● 改修費用…総工事費を記載します。  

③申請者 

  ※申請者は、必ず被保険者になります。  

● 日付…申請書記入日を記載します。  

● 住所…被保険者の住所を記載します。  

● 氏名…被保険者の氏名を記載します。  

● 電話番号…被保険者の電話番号を記載します。  

※施工時において、事前申請の工事内容から変更が生じる場合は、必ず事前に長寿しあ

わせ課にご相談ください。（許可なく工事を行った場合、対象とならない場合もありま

す。） 



14 
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２ 住宅改修が必要な理由書  

（１）基本情報  

① 利用者…被保険者番号、年齢、生年月日、性別、氏名、住所を記載します。 

介護度は作成日における内容を記載します。  

② 作成者…現地確認日、作成日、事業所、氏名、連絡先を記載します。作成者が介護

支援専門員でない場合は資格も記入します。 

※介護支援専門員以外が作成する場合は、原則としてその資格を証明するもの（写し 

可）を添付する必要があります。  

③ 保険者…記入しません。（町で記入します。）  

（２）総合的情報  

① 利用者の身体状況…現在の身体状況を記載します。立ち上がりやバランスの保持、移

動といった生活動作に関する身体状況を記載します。屋内外での移動方法（自立歩

行・つたい歩き・介助歩行・歩行器利用等）を記載します。入院中の場合には、どの

ような内容で、いつから、どれくらいの期間の予定での入院かなどを記載します。  

② 介護状況…家族状況、主な介護者を含む介護状況を記載します。福祉用具の利用（予                                                                                                                             

定）がある場合には、利用状況を記載します。  

③ 住宅改修により、利用者は日常生活をどう変えたいか…利用者・家族は日常生活（介                                                                                                                             

護状況・ＡＤＬ・社会参加等）をどう変えたいか（特に何を希望しているか）。また、

その効果を記載します。  

④ 福祉用具の現状の利用状況と改修後の想定…「改修前」には現在の利用状況、「改修

後」には住宅改修後で想定される福祉用具の利用状況をチェックします。手すり、ス

ロープについては、レンタルしている場合のみチェックします。介護保険給付外の

用具、自費で購入した用具についても「その他」欄に名称を記入しチェックします。  

（３）改修項目 

① 改善をしようとしている生活動作…現状の改善を必要とする動作についてチェック

します。  

今回改修の対象でない項目についてはチェックの必要はありません。「その他の活動」

欄には記載の項目以外の活動の生活動作を記述します。  

② ①の具体的な困難な状況…生活動作で困っていること、問題点について、その状況

や介護の現状がどのように困難なのか、伝わるよう具体的に記載します。移動について

各行為（排泄、入浴、外出）に共通する内容は、どれか一つの項目に記入し、重複して

記載する必要はありません。  

③ 改修目的・期待効果、改修のコメント…①②を記入し、現状の問題点をふまえた上

で、改修目的の項目をチェックします。困難事項を改善するために、どのような改修を

行うのか、その方針を具体的に記載します。一つの改修項目が複数の目的のために行わ
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れる場合はまとめて記載してもかまいません。  

④ 改修項目（改修箇所）…決定された改修内容の項目をチェックし、詳細な内容を記

載します。 改修箇所は、場所だけではなく「手すり」なら「便器向かって左側壁面」

等取付け箇所、本数や形まで具体的に記載します。「その他｣の欄には必要に応じて付帯

工事を記載します。  

※平面図（写）に日常生活の動線を記入していただくと確認作業が容易になり、結果 

として事前審査時間の短縮化を図ることができますので、ご協力をお願いします。 

※付帯工事を行う場合は、改修項目との関連性を明確に記載してください。  
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３ 

見積書及び見積内訳書（完成工事費内訳書）  

（１）事前申請時は施工予定の工事について適正に費用を算出したうえ、作成します。  

（２）「介護保険の対象工事」と「対象外」とに区分して算出します。介護保険の対象

ではない工事を同時に行う場合は、部分（床・壁・天井等）ごとに項目を区分し

ます。直接工事費を算出したものを「小計」とし、諸経費・税を加えて「合計」

を算出します。  

＊住宅の老朽化、機器の故障、リフォーム等を理由とした工事は対象外となります。

また、対象となる工事の種類の中でも保険者が被保険者の心身の状況等の理由から

必要であることを認めた工事が対象になります。工事内容が保険給付の対象である

かどうか不明な場合には、事前に確認をお願いします。  

（３）改修の場所毎（部屋毎・部位別）に改修工事の内容（メーカー・品番・規格・形

状等）、数量・単位・単価を記載し、直接工事費を算出します。  

（４）対象となる改修工事に係る材料費のうち、機器類（建具・便器・手すり・ユ 

ニットバス等）は、定価の表示があるカタログ類のコピーに当該品をマーキング

したものを添付します。ユニットバスについては、対象経費が明確に確認できる

書類（バスメーカー等で作成したユニットバス見積書の写し等）が必要です。バ

スメーカー等で作成した見積書には、床・ドア・手すり・浴槽・天井・壁・器具

等内訳が分かるように記載を依頼してください。  

（５）上記の既製品類の単価は定価ではなく、市場価格（実際の取引価格）により 
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算出します。  

＊サービスとして行う工事がある場合は、改修内容及び値引き費用をすべて記載

します。機器類、材料費等は、それぞれ定価などから値引いた後の金額で記載し

ます。調整値引き等がある場合は、最後に記載します。  

（６）材料費・施工費（大工手間等）・諸経費に分けて算出します。材工一式による算

出は区分するのが困難な場合に限ります。  

なお、施工費（大工手間等）は、改修の場所毎に算定しても構いません。また、

各単価を税込とし算定することも可能です。  

＊諸経費には現場管理費用や設計費等が含まれ、総工事費の１割までにしてくださ

い。申請に必要な書類作成費（平面図や写真代等）や申請代行手数料等の費用は

支給の対象となりません。  

（７）定尺物の手すり等を切り分けて使用する場合は、その旨記載し、数量・単位 

は適正に算出します。  

（８）住宅改修の種類には、住宅改修の種類別の番号（Ｐ２支給となる給付の種類 

①～⑥）を記載します。  

（９）備考欄には、平面図に記載している改修箇所番号等を記載します。  

（10）福祉用具（手すり・ステップ台・三角スロープ・すのこ等）を利用して住宅 

改修を行う場合は、固定の方法について内容の欄に記載します。  

＊福祉用具は、取付け工事を伴うことにより住宅改修になりますので、本申請時に

固定していることが確認できる写真の添付が必要です。  

（11）家族等が自ら住宅改修を行う場合は、材料費の内訳を記載します。 

４ 平面図 

（１） 改修箇所と内容を記載します。  

[例]  

①手すりの取付け…Ｌ型手すりや I 型手すり（縦付・横付）の区別や床等から 

どれくらいの位置にどれくらいの長さの手すりの取付けかがわかるように記載しま

す。  

②段差の解消…改修前の図面（現況図）には、どの部分に何ミリの段差がある 

のか記入し、改修後の図面では、それをどのような方法で解消したか（例：「敷居の

撤去」「スロープの設置」「床のかさ上げ」など）、何ミリの段差になったか（＋－0

ｍｍなど）を記載します。  

③床材の変更…材質等を記載します。（例）コンクリート・タイル・ＣＦシート（ク

ッションフロア）など  

④扉の取替え…種類を記載します。（例）開き戸・片引き戸・三枚引き戸・折り戸な

ど  

⑤便器の取替え…種類を記載します。（例）和式便器・洋式便器・小便器・汽車式便
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器など  

（２） 改修箇所ごとに番号等を付けます。なお、別に同じ番号を完成工事費内訳書と

写真に記載します。  

（３） 改修の場所は、「住宅改修が必要な理由書」・「完成工事費内訳書」・「住宅改修前

後の写真」において統一したものを使用します。  

（４） 対象となる費用を単価・数量で算出されている場合は、その数量を確認できる

平面図や立面図を作成します。  

[例]  

①床の改修の場合…縮尺が記載されている平面図に工事床面を正確に図示します。  

②コンクリートスロープの場合...縮尺が記載されている平面図に工事床面を正確に図

示し、立面図には材料やその高さなどを正確に図示します。  

（５） 改修の目的が移動に係るもの等の場合、平面図（写）にケアマネジャー等が被

保険者の日常生活動線を記入します。  

５ 住宅所有者の承諾書について  

改修する住宅が賃貸または家族等が所有している場合、住宅所有者の承諾が必要にな

ります。ただし、住宅所有者が死亡している場合で、住宅の名義変更がさ 

れていない場合には、相続人を記載してください。  

住 宅 改 修 Q & A 

分 類 質     問 回     答 

１．全体 Ｑ１：今使っている手すりが使い

づらくなりました。付け替えたい

のですが、保険給付を受けること

ができますか？  

 

心身状況の悪化等に伴い、現在の手

すりの利用が困難となったため、手

すり棒の形状や位置等の変更をす

る場合は対象となりますが、単なる

老朽化が理由の場合は対象となり

ません。  

Ｑ２：住宅改修完了前に要介護者

本人が死亡した場合、住宅改修費

の給付を受けられますか？  

 

工事が完成した箇所については給

付が受けられます。未完成の箇所に

ついては給付を受けられません。な

お、入院中に退院を見込んで住宅改

修を行い、退院せず死亡した場合

は、完成箇所の有無に関わらず給付

を受けることができません。  

Q３：浴室の改修について、段差の

解消や手すりの取り付け等のた

め、ユニットバスを設置する場合、

対象となりますか？  

ユニットバス全体ではなく洗い場

床、手すり等一部のみ対象となりま

す。その場合、対象となる金額（洗

い場床、手すり等）の内訳がわかる
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 ユニットバスメーカー等が作成し

た見積書（内訳書）の添付が必要と

なります。  

Q４：住宅改修申請の時効は、2 年

となっていますが、起算日はいつ

ですか？  

 

支払日の翌日が時効の起算日とな

ります。 

 例） 令和３年 4 月に改修した代金

の完済日が 6 月 25 日の場合  

令和３年 6 月 26 日が時効の起算

日 令和５年 6 月 25 日で消滅時効

が成立【２年経過】  

※着工前には事前申請が必要で

す！！  

 

Q５：在宅要介護者が工事着工後

に入院した場合、住宅改修費を支

給できますか？  

 

在宅でサービスを受給し、住宅改修

に着工した要介護者が、着工後に容

態の急変等により入院し、退院の見

通しがつかない場合には、要介護者

が入院するまでに工事が完成した

部分までが給付対象となります。  

Q６：家族等が自ら行う住宅改修

は支給対象となりますか？  

 

被保険者本人が自分で材料を購入

し、本人又は家族等によって住宅改

修を行った場合は、材料費のみが支

給対象となります。この場合も業者

による住宅改修と同様に申請書類

が必要です。材料費の「見積書」は、

材料の販売者が作成したものとし

てください。支給申請（事後申請）

時必要な「領収書」は、被保険者名

義で、材料の販売者が発行したもの

になります。「工事費内訳書」は、使

用した材料の内訳を本人又は家族

等が作成します。  

Ｑ７：住宅の所有者が複数いる場

合は？ 

承諾書を所有者それぞれに記入し

て提出をお願いします。  

Ｑ８：諸経費とは、どのようなも

のが含まれますか？ 

諸経費は原則として工事費の 10％

以内とし、その中に含まれる費用
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は、運搬費、持込残材処分費、養生

費、仮設関係費、消耗品費、設計料、

積算費用、事務経費等です。 

Ｑ９：賃貸住宅の場合の所有者の

承諾は？  

承諾書を記入し、賃貸人に承諾を依

頼してください。 

２ 手すり 

設置 

Ｑ１：今使っている手すりが使い

づらくなりました。付け替えたい

のですが、保険給付を受けること

ができますが？  

 

心身状況の悪化に伴い、現在の手す

りの利用が困難となったため、手す

り棒の形状や位置等の変更をする

場合は対象となりますが、単なる老

朽化が理由の場合は、対象とはなり

ません。 

Q２：本人の身体状況の変化に伴

い、既存の手すりの位置の移設が

必要となった場合は、支給対象と

なりますか？ 

移設費用は支給対象となります。  

 

Q３：手すりの取り付けの際にね

じを使用せず、固定剤（エポキシ

剤）による取り付けを行った場合、

住宅改修の対象となりますか？  

住宅改修の対象となります。  

 

Q４：ペーパーホルダーと一体と

なった手すりは、住宅改修の対象

となりますか？  

手すり部分のみ住宅改修の対象と

なります。 

Ｑ５：出入口（玄関と勝手口等）・

2 箇所のトイレ等のどちらにも手

すりを取り付ける場合両方給付対

象となるか 

原則としていずれか一箇所のみを

対象とします。二箇所以上に手すり

を取り付ける必要がある場合は、そ

れぞれの用途や頻度を理由書に明

記してください。 

３ 段差解 

消  

 

Q１：床段差を解消するため、浴室

にすのこを製作し設置する場合

は、住宅改修費の給付対象となり

ますか？  

入浴補助用具として福祉用具購入

費の給付対象となります。その場合

は、特定福祉用具販売の指定を受け

ている事業所に相談してください。 

Q２：玄関等の上がり框の段差解

消のため、踏み台（式台）を設置す

る工事は、住宅改修費の給付対象

となりますか？  

固定されている場合は対象となり

ます。  

 

Q３：玄関から道路までの通路の 段差の解消として住宅改修の対象
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段差を解消するために、スロープ

を設置する工事は対象となります

か？ 

となりますが、スロープの設置箇所

が自宅敷地内であり、かつ、幅員は

1.2ｍ以内に限ります。 

Q４：浴槽のまたぎを容易にする

ため、洗い場の床はそのままで浴

槽を下げる工事や、縁の高さの低

い浴槽に取り替える工事は、住宅

改修費の給付対象となりますか？  

段差解消にあたり、対象となりま

す。ただし、立面図等及びスケール

をあてた写真で高さの変更状況を

示す必要があります。 

Q５：昇降機、リフト、段差解消機

等の設置は住宅改修費の給付対象

となりますか？ 

住宅改修費の支給対象にはなりま

せん。なお、リフトについては、種

類により福祉用具貸与の支給対象

となる場合があります。  

４ 扉の取 

替え 

Q１：既存の引き戸が重く開閉が

容易でないため、新しい引き戸に

取替える場合は住宅改修費の給付

対象となりますか？ 

対象となります。なお、老朽化が原

因で開けにくくなった場合は対象

となりません。  

 

Q２：既存の扉の開閉が容易でな

い場合、扉そのものを取り替えず、

右開きの扉を左開きに変更する工

事は住宅改修費の給付対象となり

ますか？  

対象となります。他に、戸車を設置

する工事、ドアノブの形状を変更す

る工事等、心身状況の変化に合わせ

て扉の性能を変える工事は対象と

なります。 

Q３：押入れや物入れなどの扉を

交換する工事は、住宅改修費の給

付対象となりますか？ 

人の出入りのための扉の交換以外

は、対象となりません。 

Q４：要介護者の移動距離を短く

して自立を保つために、部屋の壁

を壊し、新たに扉を設置する場合、

住宅改修の対象となりますか？  

既存の扉がないので、支給はできま

せん。 

 

5 便 器 の

取替え 

Q1：既存の洋式便器の便座を洗浄

機付の便座に取り替えた場合、住

宅改修費の給付対象になります

か？ 

単に洗浄機能を目的とした便座の

取替えは対象外となりますが、和式

便器を洗浄機能付き洋式便器に取

り換えた場合は対象となります。 

Q２：便器の取替えに伴う給排水

管工事は、住宅改修費の給付対象

となりますか？ 

トイレ内の給排水管の長さや位置

の変更は対象となりますが、非水洗

を水洗化する場合は、給排水管工事

はすべて対象外となります。 
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Q3：和式便器から洋式便器に改修

する際、工期がかかるため仮設ト

イレを設置した場合、仮設トイレ

の設置に係る費用は、住宅改修の

対象となりますか？ 

付帯して必要になる住宅改修は、便

器の取替えに伴う給排水設備工事

及び床材の変更となっており、仮設

トイレの設置費用は対象となりま

せん。 

Q4：身体状況に適応するように現

に使用している洋式トイレの向き

を変える工事は、住宅改修の対象

となりますか？ 

「洋式便器等への便器の取替え」と

して住宅改修の対象となります。 

 

 

 

 

 


